
令和3年度 日本電気技術規格委員会における
民間規格評価への対応状況について

令和4年7月29日

日本電気技術規格委員会



1.概要

⚫ 日本電気技術規格委員会（以下、「JESC」という。）は、
第23回電力安全小委員会において、「民間規格評価機関の
要件」に適合する民間規格評価機関としてご確認いただき、
当該要件に則って規格評価を行ってまいりました。

⚫ 令和3年度は、国の基準に引用される民間規格24規格
（JESC 12規格、JIS 12規格）について評価を実施し、そ
のプロセスについては、民間規格評価機関に関する内規に
基づき、民間規格等制改定プロセス評価委員会（以下、
「プロセス評価委員会」という。）による評価を実施しま
した。

⚫ 同委員会では、令和３年度の評価プロセスにおいて、内規
記載事項を満足していることが認められました。

⚫ 今回、JESCが実施した民間規格24規格について、民間規格
評価機関の要件への対応状況は、後述の通りです。
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2.民間規格評価活動状況（令和3年度）

3

日本電気技術規格委員会（技術評価委員会）
にて技術的な評価を実施（R3.3.25、R3.9.7、R3.12.14）

民間規格24規格
（JESC：12規格、JIS：12規格）

一括エンドーススキームに基づく民間規格等のリスト
化を要請（R3.7.20、R3.11.19、R4.2.7）

外部評価機関による
評価プロセスの適合性
確認（R4.3.28）

評
価

民間規格等制改定プロセス評価委員会
（民間規格評価委員会）にて規格の制改定プロセス
に問題ないか評価を実施(R3.5.17、R3.11.8、R4.1.25）

パブリックコメント実施（R3.3.30～R3.4.28、
R3.9.10～R3.10.9、R3.12.17～R4.1.15）

民間規格作成機関より、当該民間規格の定期確認
に関する上程を受け、JESCにて評価を実施。

①～③、⑤、⑥

①～③、⑤、⑥

⑧、⑨

注：丸数字は後述する「4.適合性確認評価基準」の項目番号を示す。
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規格名 規格の概要 更新の要否

JESC E2006(2021) 低高圧架空引込線と植物との離隔距離 要

JESC E2020(2016) 耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法 否

JESC E2021(2016) 臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離 否

JESC E7001(2021) 電路の絶縁耐力の確認方法 要

JESC E7002(2021) 電気機械器具の熱的強度の確認方法 要

JESC E7003(2005) 地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法 否

JESC E3001(2000) フライダクトのダクト材料 否

JESC E6001(2011) バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設 否

JESC E6002(2011) バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設 否

JESC E6003(2016) 興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線 否

JESC E6004(2001) コンクリート直天井面における平形保護層工事 否

JESC E6005(2003) 石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事 否

３.令和3年度 評価内容（1/2）

（１）JESC規格

・24の民間規格について、前述の評価プロセスに則り、定期確認を実施
・24の民間規格に関する審議の結果、15個の規格について更新を行うことで、委員会の了解が得られた



5

３.令和3年度 評価内容（2/2）
（２）JIS規格

規格名 規格の概要 更新の要否

JIS H 3300(2018) 銅及び銅合金の継目無管 要

JIS T 1022(2018) 病院電気設備の安全基準 要

JIS B 8210(2017) 安全弁 要

JIS B 8265(2017) 圧力容器の構造－一般事項 要

JIS G 3352(2014) デッキプレートの材質 要

JIS C 3408(2014) エレベータ用ケーブル 要

JIS C 3410(2018) 船用電線 要

JIS C 1910-
1(2017)

人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100kHzの交流磁界及び交
流電界の測定－第１部：測定器に対する要求事項

要

JIS C 4604(2017) 高圧限流ヒューズ 要

JIS K 7350-
1(2020)

プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第1部：通則 要

JIS G 3101(2020) 一般構造用圧延鋼材 要

JIS G 3106(2020) 溶接構造用圧延鋼材 要



4．適合性確認評価基準（1/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認

項目 評価 説明

① 評価される民間規格に関係する者は、
規格評価プロセスへの参加が認められ
なければならない。

○ ・規約に基づき運営。
・技術評価委員会である委員会（JESC）の委員は、
学識経験者、消費者団体及び、電力会社、電機メー
カー、電気管理技術者、電気工事会社、ガス会社、発
電事業者等を代表する方々により構成されている。
（参考1 参照）
・プロセス評価委員会の委員は、学識経験者、消費者
団体、電気事業者、電気保安会社、電気工事会社、電
機メーカー、ジャーナリスト、安全研究所、弁護士を
代表する方々から構成されている。（参考2 参照）

②民間規格評価機関は、規格評価プロ
セスへの参加に金銭的な制約を設けて
はならない。

○ ・規約に基づき運営。
・委員会規約において、分担金を負担してない団体で
あっても、委員会に参加し、規格の付議や承認を求め
ることができること等、金銭的な制約を求めることな
く規格評価プロセスに参加することができることを担
保。【委員会規約第21条】



4．適合性確認評価基準（2/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認

項目 評価 説明

③民間規格評価機関は、評価委員会で
の議決への参加資格に、組織の会員資
格を条件付けてはならない。

○ ・規約に基づき運営。
・技術評価委員会である委員会（JESC）およびプロ
セス評価委員会は、委員会規約において、「全委員数
の３分の２以上の出席のもとにおいて、その過半数の
賛成者をもって決定する。」と規定してあるのみで会
員資格の条件を付けていない。
【参考：委員構成】
・委員会（JESC）：学識経験者、消費者団体及び、
電力会社、電機メーカー、電気管理技術者、電気工事
会社、ガス会社、発電事業者等

・プロセス評価委員会：学識経験者、消費者団体、電
気事業者、電気保安会社、電気工事会社、電機メー
カー、ジャーナリスト、安全研究所、弁護士



4．適合性確認評価基準（3/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認
項目 評価 説明

④民間規格評価機関は、作為又は不作為
に関する規格評価プロセス上の不適切な
取扱いに対する異議申立ての適切な処理
手順を文書で定めなければならない。

○ ・要領に基づき運営。
・令和3年度は、質問56件、苦情0件、異議申し立て
0件が寄せられ、いずれも対応済である。

⑤民間規格評価機関は、評価委員会の運
営、議決方法及び規格評価プロセスにつ
いて、適切な手順を文書で定めなければ
ならない。

○ ・規約等に基づき運営。
・規格評価プロセスの概要は次の通り。
○審議の要請：事務局は、民間規格等作成機関より
審議要請を受けた場合、委員会での審議に必要な資
料の提出を求める。
○委員会での審議、承認：委員会では、国の基準等
の改正要請について、省令基準との適合性、国際規
格との整合性及び技術的妥当性について審議する。
○意見公募手続き（パブリックコメント）：
1.事務局は、委員会の承認を得た後に、国の基準等
の改正要請について、外部に公開し意見を聞く手続
きを実施する。
2.事務局は、外部から提出された意見及び要望等に
ついて、民間規格等作成機関に対応の検討を要請す
ることができる。



4．適合性確認評価基準（4/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認
項目 評価 説明

（前頁からの続き）

⑤民間規格評価機関は、評価委員会の
運営、議決方法及び規格評価プロセス
について、適切な手順を文書で定めな
ければならない。

○ （前頁からの続き）

3.事務局は、外部へ公開し意見を聞く手続きの結果を
まとめ、メール等により委員に通知する。なお、意見
公募手続きにより重大な修正が必要であると判断され
た場合は、委員会での再審議等を行う。

補足：規格評価プロセスは、「2.民間規格評価活動状
況」の青色で囲んだ部分が該当する。

⑥民間規格評価機関が民間規格等の評
価を行うに当たっては、これに関係す
る省令基準及び基準解釈における条文
（既に引用されている民間規格等を含
む）を明らかにし、省令基準との適合
性について、次の観点から評価し、評
価結果を評価書としてとりまとめなけ
ればならない。
－評価を行う民間規格等の規定内容が
明確かつ実現可能で、規格体系とし
て成立するものであるか。

○ ・要領に基づき運営。
・民間規格等の評価を行うに当たり、関係する省令基
準及び基準解釈における条文（既に引用されている民
間規格等を含む）を技術評価書に記載し、明らかにし
ている。
・また、省令基準との適合性について、次の観点から
評価し、評価結果を評価書（参考4 参照）としてとり
まとめている。

－評価を行う民間規格等の規定内容が明確かつ実現可
能で、規格体系として成立するものであるか。



4．適合性確認評価基準（5/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認
項目 評価 説明

（前頁からの続き）

－関連する技術の動向及び最新知見を
参照し、考慮しているか。

－関係法令に基づく技術基準に抵触し
ないものであるか。

－その他民間規格等の内容に応じ、保
安に係る必要な確認項目を満たして
いるか。
また、必要な場合は、評価を行う民
間規格等制改定プロセスの公正性、
客観性及び透明性を確認しなければ
ならない。

（前頁からの続き）

－関連する技術の動向及び最新知見を参照し、考慮し
ているか。
－関係法令に基づく技術基準に抵触しないものである
か。
－その他民間規格等の内容に応じ、保安に係る必要な
確認項目を満たしているか。
また、必要な場合は、評価を行う民間規格等制改定

プロセスの公正性、客観性及び透明性を確認しなけれ
ばならない。

・なお、評価結果である技術評価書の記入例について
は、審議に係る要領の別紙１及び別紙２（参考4 参
照）に記載している。



項目 評価 説明

⑦民間規格評価機関は、民間規格等評
価活動に係る業務計画を、少なくとも
一年に一回、適切な方法で公表しなけ
ればならない。ただし、早急に民間規
格評価活動を行う必要が生じた場合は
この限りでない。

〇 ・規約等に基づき運営。
・業務計画（事業計画）は、一年に一回作成し、
JESCホームページにて公開している。
・令和3年度の業務計画（事業計画）の主な項目
○委員会（JESC）の開催予定
○プロセス評価委員会の開催予定
○外部評価機関の開催予定
○民間規格等作成機関からの要請予定
○民間規格の定期確認への対応
○民間規格の国際整合化、国際協力
○日本電気技術規格委員会功績賞の表彰
○外部からの問い合わせ対応

4．適合性確認評価基準（6/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認



項目 評価 説明

⑧民間規格評価機関は、上記プロセス
により民間規格等の評価を行う場合、
その評価結果をとりまとめる前に、少
なくとも３０日間の意見公募期間を設
け、評価書案を添付して広く意見募集
を実施し、その結果得られた意見につ
いて適切に対応しなければならない。
また、その際、評価書案を国に提出し
なければならない。

○ ・要領に基づき運営。
・民間規格等の評価結果をとりまとめる前に、電気新
聞及びJESCホームページに30日間の意見公募期間を
設けた意見募集公告を掲載し、広く意見募集を実施し
ている。
・意見募集により得られた意見は、審議に係る要領に
おいて次の方法を規定しており、適切に対応する。
○外部から提出された意見及び要望等について、民間
規格等作成機関に対応の検討を要請。
○意見公募手続きにより重大な修正が必要であると判
断された場合は、委員会での再審議等。

・意見募集によって対応した場合は、評価書案を国に
提出するが、令和3年度中に該当する案件はなかった。

4．適合性確認評価基準（7/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認



項目 評価 説明

⑨民間規格評価機関は、当該民間規格
等に関して国が実施する意見公募手続
きにおいて提出された意見に対し、必
要に応じ評価の見直しを行うなどの対
応を適切に行い、その終了後に当該民
間規格等を掲示しなければならない。

○ ・要領に基づき運営
・当該民間規格等に関して国が実施する意見公募手続
きにおいて提出された意見に対し、審議に係る要領に
おいて、次の方法を規定しており、適切に対応する。
○外部から提出された意見及び要望等について、民間
規格等作成機関に対応の検討を要請。
○外部へ公開し意見を聞く手続きの結果をまとめ、
メール等により委員に通知。意見公募手続きにより重
大な修正が必要であると判断された場合は、委員会で
の再審議等。

令和3年度中に該当する案件はなかったが、審議に係
る要領にのっとり、適切に対応していく。

4．適合性確認評価基準（8/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認



項目 評価 説明

⑩民間規格評価機関は、承認した民間
規格等を、省令基準又は基準解釈との
関係を明確にして、自らが評価・承認
した民間規格等の一覧表に掲載し、公
開しなければならない。

○ ・要領に基づき運営
・委員会の規格番号を付与し、リスト化（一覧表を作
成）してJESCホームページで公開している。
・令和3年度は、規格のリスト化にあたり国の基準等
の改正要請が必要なものについては、関係行政機関に
改正要請を行い、4月1日付で改正されたものをJESC
ホームページで公開した。（参考5 参照）

4．適合性確認評価基準（9/9）
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「民間規格評価機関の要件（３）評価プロセス」との適合性確認

4月1日の電技解釈改正を受け、JESCホームページに電技解釈に関連付く規格一覧を掲載（リストA）



参考1.日本電気技術規格委員会（JESC）の委員構成

委員 委員 委員

前 東京大学◎ 中部電力パワーグリッド 日本電気協会

東京大学○ 関西電力送配電 電気設備学会

東京大学 電源開発 日本ガス協会

電力中央研究所 日本電機工業会 火力原子力発電技術協会

中央大学 日本電線工業会 発電設備技術検査協会

東京大学 日本配線システム工業会 日本非破壊検査協会

大阪大学 電気保安協会全国連絡会 日本溶接協会

武蔵大学 全国電気管理技術者協会連合会 電力土木技術協会

京都大学 日本電設工業協会 日本風力発電協会

神奈川県消費者の会連絡会 全日本電気工事業工業組合連合会 太陽光発電協会

主婦連合会 日本電力ケーブル接続技術協会 日本内燃力発電設備協会

電気事業連合会 電気学会 日本電気計器検定所

東京電力ホールディングス 日本機械学会 日本電気工事技術講習センター

令和4年6月16日現在

◎：委員長 〇：委員長代理
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参考2.民間規格等制改定プロセス評価委員会（プロセス評価委員会）の委員構成

令和4年1月25日現在

◎：委員長 〇：委員長代理

委員

東京電機大学◎

東京大学○

主婦連合会

電気事業連合会

電気保安協会全国連絡会

全日本電気工事業工業組合連合会

日本電機工業会

ジャーナリスト

社会安全研究所

ひなた総合法律事務所
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参考3.外部評価機関の委員構成

令和4年3月28日現在

◎：委員長

委員

東京大学◎

日本品質保証機構

電気安全環境研究所
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参考4.評価書（技術評価書）の記載例（1/2）

JESC E7001「電路の絶縁耐力の確認方法」の改定に関する技術評価書

18

令和3年度に評価を実施した、JESC E7001「電路の絶縁耐力の確認方法」の技術評価書を一例とし
て記載する。

技術評価の要件 評価 確認内容

１．関係する省令基準及び基準解釈の条文
は何か。

－
基準省令：第5条【電路の絶縁】
基準解釈：第16条【機械器具等の電路の絶縁
性能】

２．規定内容が明確かつ実現可能で、規格
体系として成立するものであるか。

○

本規格は、電気事業法に関連する技術基準の
解釈に従来から引用されている民間規格であ
る。
常規対地電圧による絶縁性能の確認の方法に
ついては、３．技術的規定において明確に規
定されており、かつ実現可能な内容となって
いる。

３．関連する技術の動向及び最新知見を参
照・考慮しているか。

今回、JESC E7001に引用を要望する
JEM1225「高圧コンビネーションスタータ」
は、発刊されている最新版（2007年版）であ
ることから最新知見を参照・考慮されている。
その他、今回の改定で、JESC E7001で引

用されているJIS、JEC規格の改定動向の調査
が実施され、最新年号の規格に更新が行われ
ている。



参考4.評価書（技術評価書）の記載例（2/2）

◎：委員長

技術評価の要件 評価 確認内容

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな
いものであるか。

○
表1のとおり、省令基準等に適合することを確
認した。

５．その他民間規格等の内容に応じ、保安
に係る必要な確認項目を満たしているか。

○

当該規格は、常規対地電圧による絶縁性能の
確認を適用できる設備、機器の種別ごとに明
確に規定し、規格使用者に対する利便性の配
慮がなされている。
また、規格の制定根拠について解説の中で明
確に記載されている。
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関連する省令基準 評価項目 適合性の確認結果

第5条【電路の絶縁】
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、
構造上やむを得ない場合であって通常予見される使
用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触
による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を
回避するための接地その他の保安上必要な措置を講
ずる場合は、この限りでない。
2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第22
条及び第58条の規定を除き、事故時に想定される異
常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがな
いものでなければならない。
3 （省略）

JEM1225に基づき
作成された高圧コ
ンビネーションス
タータについて、
設置後の常規対地
電圧の印加による
確認で、事故時に
想定される異常電
圧を考慮し、絶縁
破壊による危険の
おそれはないか。

○適合

JEM1225に基づいて作成された高
圧コンビネーションスタータは、工
場における耐電圧試験が電技解釈を
上回るレベルで実施されていること、
また、近年の施工品質管理技術の向
上などにより、輸送時や施工による
絶縁性能への影響は少ないと考え、
設置後の常軌対地電圧の印加による
確認で絶縁性能は確保されていると
評価する。

表1 省令基準等との適合性確認
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参考5.民間規格等のリスト化について（1/8）
4月1日の電技解釈改正を受け、JESCホームページに電技解釈に関連付く規格一覧を掲載
（リストA） JESCホームページ（https://www.jesc.gr.jp//jesc-assent/quotation.html）（当該箇所抜粋）

https://www.jesc.gr.jp/jesc-assent/quotation.html
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参考5.民間規格等のリスト化について（2/8）
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参考5.民間規格等のリスト化について（3/8）
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参考5.民間規格等のリスト化について（4/8）
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参考5.民間規格等のリスト化について（5/8）
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参考5.民間規格等のリスト化について（6/8）
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参考5.民間規格等のリスト化について（7/8）

※ 以下省略



参考5.民間規格等のリスト化について（8/8）
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電技解釈の本文
（下線部が4/1に改正）

【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性
能】
第15条 高圧又は特別高圧の電路（第
13条各号に掲げる部分、次条に規定
するもの及び直流電車線を除く。）は、
次の各号のいずれかに適合する絶縁性
能を有すること。
（省略）
四 特別高圧の電路においては、民間
規格評価機関のうち日本電気技術規格
委員会が承認した規格である「電路の
絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力
を確認したものであること。
（省略）

JESCホームページ（https://www.jesc.gr.jp/jesc-assent/quotation.html）

4月1日の電技解釈改正と、JESCホームページ（リストA）との関係（例）

https://www.jesc.gr.jp/jesc-assent/quotation.html

